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荒尾市ウェルネス拠点施設（仮称）整備・運営事業 新旧対照表（令和４年３月 18日修正版公表からの変更点） 

〇募集要項 

No. 該当箇所 旧 新 

１ 

P3 

（７）事業期間 

事業者の提案により、令和８年３月よりも前に開業すること

は可能である。ただし、開業時期の前倒しに伴い発生する追

加費用を市は負担しない。また、開業時期を前倒しした場合

でも、事業の終了は令和 23年３月末日までとする。 

事業者の提案により、令和８年９月よりも前に開業すること

は可能である。ただし、開業時期の前倒しに伴い発生する追

加費用を市は負担しない。また、開業時期を前倒しした場合

でも、事業の終了は令和 23年９月末日までとする。 

２ 

同上  

表 実施時期・期間 

基本協定の締結：令和５（2023）年１月 

事業契約の仮契約締結：令和５（2023）年２月 

事業契約に係る議会の議決：令和５（2023）年３月 

事業契約（本契約）の締結：令和５（2023）年６月 

設計・建設期間：令和５（2023）年７月から本施設の引渡し

日まで 

（中略） 

開業日：令和８（2026）年３月 

維持管理・運営期間：開業日から令和 23（2041）年３月末日 

基本協定の締結：令和５（2023）年 10月 

事業契約の仮契約締結：令和５（2023）年 11月 

事業契約に係る議会の議決：令和５（2023）年 12月 

事業契約（本契約）の締結：令和５（2023）年 12月 

設計・建設期間：令和６（2024）年１月から本施設の引渡し

日まで 

（中略） 

開業日：令和８（2026）年９月 

維持管理・運営期間：開業日から令和 23（2041）年９月末日 

３ 

P4 

表 下部 

なお、本事業は交付金の活用を検討しており、本契約の締結

は当該交付金の交付（不交付）決定日以降を予定している。

よって交付（不交付）決定の時期によっては、事業契約の締

結時期が前後する可能性がある。その場合は、当該契約締結

時期から令和 23年３月末日までの事業期間とする。 

（削除） 

４ 

P13 

（１）事業者の募集

及び選定のスケジュ

ール（予定） 

表 1行目 

募集要項等の公表（募集要項、要求水準書、審査基準、様式

集、基本協定書（案）、事業契約書（案）の公表）： 

令和４年 １月 18日（火） 

募集要項等の公表（募集要項、要求水準書、審査基準、様式

集、基本協定書（案）、事業契約書（案）の公表）： 

令和４年 ８月●日（●） 

５ 同上 募集要項等に関する質問の受付： 募集要項等に関する質問及び対話議題（第１回）の受付： 
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No. 該当箇所 旧 新 

表 2行目 令和４年 １月 18日（火）～同年２月 18日（金） 令和４年 11月●日（●）～同月●日（●） 

 

同上 

表 新 3行目 

 （追加） 

第１回対話の実施： 

令和４年 11月●日（●）※予備日：同月●日（●） 

６ 

同上 

表 3行目 

募集要項に関する質問への回答公表（①）： 

令和４年 ３月 11日（金） 

募集要項に関する質問への回答及び対話議題に対する共通

認識事項（第１回）の公表： 

令和４年 12月●日（●） 

７ 

同上 

表 旧 4～7行目 

募集要項等の修正版の公表 

「募集要項に関する質問への回答」に対する再質問の受付

（①への再質問） 

「要求水準書等に関する質問への回答」に対する再質問への

受付（②への再質問） 

「募集要項に関する質問への回答」に対する再質問への回答

（①への再質問に対する回答） 

（削除） 

８ 
同上 

表 8行目 

参加資格審査の受付： 

令和４年 ４月４日（月）～同月８日（金） 

参加資格審査の受付： 

令和５年 １月●日（●）～同月●日（●） 

９ 
同上 

表 9行目 

「要求水準書等に関する質問への回答」に対する再質問への

回答（②への再質問に対する回答） 

（削除） 

10 
同上 

表 10行目 

参加資格審査結果の通知： 

令和４年 ４月 26日（火）以降 

参加資格審査結果の通知： 

令和５年 ２月●日（●）以降 

11 

同上 

表 新 7行目 

 （追加） 

募集要項等に関する質問及び対話議題（第２回）の受付： 

令和５年 ３月●日（●）～同月●日（●） 

12 
同上 

表 11行目 

参加資格審査通過者との対話の実施： 

令和４年 ６月 

第２回対話の実施： 

令和５年 ３月●日（●）※予備日：同月●日（●） 

13 同上  （追加） 
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No. 該当箇所 旧 新 

表 新 9行目 募集要項に関する質問への回答及び対話議題に対する共通

認識事項（第２回）の公表：令和５年４月●日（●） 

14 
同上 

表右 12行目 

提案書類の受付： 

令和４年 ８月 29日（月）～同年９月２日（金） 

提案書類の受付： 

令和５年 ４月●日（●）～同年６月●日（●） 

15 

同上 

表右 13～16行目 

優先交渉権者の決定及び公表：令和４年 12月下旬頃 

基本協定の締結：令和５年 １月 

客観的評価結果及び審査講評：令和５年 ２月 

事業契約の仮契約締結：令和５年 ２月 

優先交渉権者の決定及び公表：令和５年９月下旬頃 

基本協定の締結：令和５年 10月 

客観的評価結果及び審査講評：令和５年 11月 

事業契約の仮契約締結：令和５年 11月 

16 
同上 

表 17行目 

事業契約に係る議会の議決： 

令和５年 ３月 

事業契約に係る議会の議決及び本契約の締結： 

令和５年 12月 

17 
同上 

表 旧 18行目 

本契約の締結 （削除） 

18 

P13 

ア 質問の方法 

質問は、別添資料３「様式集」様式１「募集要項等に関する

質問書」に必要事項を記載の上、当該電子ファイルを電子メ

ールにて送信すること。 

質問は、別添資料３「様式集」様式 1-1～1-6「募集要項等に

関する質問書」に必要事項を記載の上、当該電子ファイルを

電子メールにて送信すること。 

19 

P14 

イ 受付期間 

令和４年１月 18日（火）～同年２月 18日（金）午後３時ま

で 

第１回質問の受付 令和４年 11月●日（●）～同月●日（●）

午後３時まで 

第２回質問の受付 令和５年３月●日（●）～同月●日（●）

午後３時まで 

20 

P14 

（３）募集要項等に

関する質問への回答 

イ 回答公表日 

(ア) 募集要項に関する質問への回答公表 

令和４年３月 11日（金） 

(イ) 要求水準書等（要求水準書、審査基準、様式集、基本協

定書（案）、事業契約書（案））に関する質問への回答公表 

令和４年３月 18日（金） 

第１回質問への回答 令和４年 12月●日（●） 

第２回質問への回答 令和５年４月●日（●） 

21 
同上 

（４） 

（４）「募集要項等に関する質問への回答」に対する再質問の

受付 

（４）対話の実施 

ア 対話の目的 
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No. 該当箇所 旧 新 

募集要項等に関する質問への回答に対する再質問の受付

は、次の手順により行う。 

ア 質問の方法 

質問は、別添資料３「様式集」様式１「募集要項等に関す

る質問書」に必要事項を記載の上、当該電子ファイルを電子

メールにて送信すること。電子メールの件名には必ず「募集

要項に関する再質問書」又は「要求水準書等に関する再質問

書」と記載すること。 

また、提出者は電話により、受信の確認を行うこと。ただし、

受付時間は市役所開庁日の９時から 17時までに限る。 

なお、下記に示す受付期間に未着の場合は質問がなかったも

のとみなす。 

イ 受付期間 

(ア) 「募集要項に関する質問への回答」に対する再質問の受

付期間 

令和４年３月 11日（金）～同年３月 25日（金）午後３時ま

で 

(イ) 「要求水準書等（要求水準書、審査基準、様式集、基本

協定書（案）、事業契約書（案））に関する質問への回答」に

対する再質問の受付期間 

令和４年３月 18日（金）～同年４月１日（金）午後３時まで 

ウ 送付先 

８（２）に示す問合せ先 

市は、応募者との個別対話の場を設ける。この対話は、市

及び応募者が十分な意思疎通を図ることによって、応募者が

本事業の趣旨、市の要求水準書等の意図を理解することを目

的としている。 

イ 対話参加者 

第１回 本事業への応募を希望する者。なお、複数の企業

で構成されるグループによる参加表明を予定している場合

は、複数者で参加することも可能とする。また、対話への参

加は任意とする。 

第２回 参加資格審査通過者。 

ウ 申込の方法及び対話議題の受付 

別添資料３「様式集」様式 1-7「個別対話参加申込書」及び

様式 1-8「対話議題申請書」に必要事項を記載の上、当該電

子ファイルを電子メールにて送信すること。電子メールの件

名には必ず「個別対話申込」と記載すること。 

また、提出者は電話により、受信の確認を行うこと。ただ

し、受付時間は市役所開庁日の９時から 17時までに限る。 

なお、下記に示す受付期間に未着の場合は質問がなかったも

のとみなす。 

エ 受付期間 

第１回質問の受付 令和４年 11月●日（●）～同月●日（●）

午後３時まで 

第２回質問の受付 令和５年３月●日（●）～同月●日（●）

午後３時まで 

オ 送付先 

８（２）に示す問合せ先 



5 

 

No. 該当箇所 旧 新 

カ 対話実施日 

第１回 令和４年 11月●日（●）※予備日：同月●日（●） 

第２回 令和５年 ３月●日（●）※予備日：同月●日（●） 

※詳細は、対話申込者に個別に通知する。 

キ 対話時の留意事項 

対話議題は提案内容に関わる内容を中心とし、様式集への

記載方法等の単純な質疑については可能な限り「募集要項等

に対する質問」で行うこと。 

対話にあたり、市及び応募者の相互の意思疎通を円滑に図

るために、必要がある場合は、応募者が対話の場で図面、資

料等を提示することも可能とする。 

対話の詳細は、申込者に対して個別に「対話実施要領」を

配布するため、当該実施要領を確認すること。 

22 

P15 

（５）対話による共

有認識事項の通知 

（５）「募集要項等に関する質問への回答」に対する再質問へ

の回答 

ア 「募集要項等に関する質問への回答」に対する再質問へ

の回答公表 

「募集要項等に関する質問への回答」に対する再質問への回

答は市ホームページにて公表する。ただし、質問者の特殊な

技術、ノウハウ等に関わり、質問者の権利、競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれがあると考えられるものは、

公表しない場合がある。 

イ 回答公表日 

(ア) 「募集要項に関する質問への回答」に対する再質問への

回答公表 

令和４年４月１日（金）※随時回答 

（５）対話による共有認識事項の通知 

対話を実施した結果、競争上、認識を共有する必要がある

事項については、対話による共有認識事項として、対話を行

った全応募者に通知の上、市ホームページにて公表する。た

だし、応募者の提案ノウハウ等に関わり、参加者の権利、競

争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると考え

られるものについては通知・公表しない。 

ア 回答公表日 

第１回対話議題に関する共通認識事項の公表 令和４年 12

月●日（●） 

第２回対話議題に関する共通認識事項の公表 令和５年 ４

月●日（●） 
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No. 該当箇所 旧 新 

(イ) 「要求水準書等（要求水準書、審査基準、様式集、基本

協定書（案）、事業契約書（案））に関する質問への回答」に

対する再質問への回答公表 

令和４年４月 22日（金）※随時回答 

23 

同上 

（６）参加資格審査

の受付 

ウ 受付期間 

令和４年４月４日（月）～同年４月８日（金）午後３時まで 

※郵便による場合は提出期限までに必着のこと。 

ウ 受付期間 

令和５年１月●日（●）～同月●日（●）午後３時まで 

※郵便による場合は提出期限までに必着のこと。 

24 

同上 

（７）参加資格審査

結果の通知 

参加資格審査の結果は、参加資格審査の確認申請を行った応

募者の代表企業に対して、令和４年４月 26日（火）以降に書

面により通知する。 

参加資格審査の結果は、参加資格審査の確認申請を行った応

募者の代表企業に対して、令和５年２月●日（●）以降に書

面により通知する。 

25 

同上 

（８）資格審査結果

への理由説明の受付 

 

ウ 提出期限 

令和３年５月９日（月）午後３時まで 

※郵便による場合は提出期限までに必着のこと。 

ウ 提出期限 

令和５年２月●日（●）午後３時まで 

※郵便による場合は提出期限までに必着のこと。 

26 

P16 

オ 理由説明への回

答 

市は説明を求められた場合、令和４年５月 20日（金）までに

説明を求めた参加希望者の代表企業に対して書面により回

答する。 

市は説明を求められた場合、令和５年２月●日（●）までに

説明を求めた参加希望者の代表企業に対して書面により回

答する。 

27 

旧 

（９）参加資格審査

通過者との対話の実

施 

（９）参加資格審査通過者との対話の実施 

ア 対話の目的 

市は、参加資格審査通過者との個別対話の場を設ける。こ

の対話は、市及び応募者が十分な意思疎通を図ることによっ

て、応募者が本事業の趣旨、市の要求水準書等の意図を理解

することを目的としている。 

イ 対話参加者 

参加資格審査通過者 

ウ 申込方法 

（削除） 
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No. 該当箇所 旧 新 

市は、参加資格審査通過者に対し、「対話実施要領」を配布

する。参加資格審査通過者は、「対話実施要領」に従い、申し

込みを行うこと。 

エ 申込期限 

令和４年５月 20日（金）午後５時まで 

オ 対話実施日 

令和４年６月 

※詳細については「対話実施要領」において示す。 

カ 対話における議題・質問等 

(ア) 荒尾市産の農水産物の取扱目標について（必須提出） 

募集要項別紙４（６）に示すとおり、道の駅の独立採算施設

のモニタリングにあたり、市は、荒尾市産の農水産物の販売

額の目標値（最高値及び最低値）の案を対話時において示す

予定である。 

目標値の設定にあたり応募者からの意見を参考とするた

め、応募者は、対話において、自らが想定する荒尾市産の農

水産物の年間の販売額の目標値等を対話時に提出すること。

提出様式の詳細は別添資料３「様式集」様式 2-14「対話様式

（荒尾市産の農水産物の取扱目標について）」を参照するこ

と。 

(イ) 対話における議題・質問等の受付（任意提出） 

市は、上記（ア）以外の議題・質問等を受け付ける。また、

市及び応募者の相互の意思疎通を円滑に図るために、必要が

ある場合は、応募者が対話の場で図面、資料等を提示するこ

とも可能とする予定である。詳細は、「対話実施要領」におい

て確認すること。 
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No. 該当箇所 旧 新 

28 

旧 

（１０）対話による

共有認識事項・質問

回答等の通知 

（１０）対話による共有認識事項・質問回答等の通知 

対話を実施した結果、競争上、認識を共有する必要がある事

項については、対話による共有認識事項・質問回答等として、

対話を行った応募者に通知する。ただし、応募者の提案ノウ

ハウ等に関わり、参加者の権利、競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあると考えられるものについては通

知しない。 

ア 回答通知日 

令和４年７月 

※詳細については「対話実施要領」において示す。 

イ 荒尾市産の農水産物の取扱目標に関する通知 

対話を踏まえ、市が目標値として設定した「最高値及び最低

値」についても、「対話による共有認識事項・質問回答等」と

して応募者に通知する。 

事業者は、市が通知した「最高値及び最低値」を踏まえて

提案を行うこと。なお提案書類において、「最低値」を下回る

提案があった場合、当該提案を行った応募者を失格とする。 

（削除） 

29 

P16 

（９）提案書類の受

付 

（１１）提案書類の受付 

参加資格の確認を受けた応募者は、提案書類を次のとおり提

出すること。 

ア 提出日時 

令和４年８月 29日（月）～同年９月２日（金）午後３時まで 

（９）提案書類の受付 

参加資格の確認を受けた応募者は、提案書類を次のとおり提

出すること。 

ア 提出日時 

令和５年４月●日（●）～同年６月●日（●）午後３時まで 

30 

同上 

（１０）ヒアリング 

（１２）ヒアリング 

提案書類審査に当たって、応募者に対するヒアリングを実施

する。実施する場合の実施時期は令和４年 12 月を予定して

いる。日時、場所、ヒアリング内容等は、提案書類を提出し

（１０）ヒアリング 

提案書類審査に当たって、応募者に対するヒアリングを実施

する。実施する場合の実施時期は令和５年８月下旬から９月

上旬頃を予定している。日時、場所、ヒアリング内容等は、
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た代表企業に通知する。 提案書類を提出した代表企業に通知する。 

31 

P26 

表 サービス対価Ａ

－１の算定方法 

②建設費のうち、対象事業費×50％ 

なお、算定にあたっての対象事業費は下記とする。 

〇道の駅 

・防災備蓄倉庫（防災用除く）、道の駅共用部の実施設計費及

び建設費（什器・備品の設置費用除く） 

②建設費のうち、対象事業費×50％ 

なお①②について、算定にあたっての対象事業費は下記とす

る。 

〇道の駅 

・道の駅共用部の実施設計費及び建設費（什器・備品の設置

費用除く） 

32 

同上 

表 サービス対価Ａ

－２の算定方法 

①建設費のうち、対象事業費×50％ 

なお、算定にあたっての対象事業費は下記とする。 

〇道の駅 

・情報発信施設の建設費（什器・備品の設置費用除く） 

・休憩機能（トイレ、ベビーコーナー）の建設費（什器・備

品の設置費用除く） 

〇駐車場 

・道の駅の道路休憩機能分（目安として、小型自動車 65台、

大型自動車 24 台、思いやり駐車場１台）の駐車場の建設費

（什器・備品の設置費用除く） 

①実施設計費のうち、対象事業費×50％  

②建設費のうち、対象事業費×50％ 

なお①②について、算定にあたっての対象事業費は下記とす

る。 

〇道の駅 

・情報発信施設の実施設計費及び建設費（什器・備品の設置

費用除く） 

・休憩機能（トイレ、ベビーコーナー）の実施設計費及び建

設費（什器・備品の設置費用除く） 

〇駐車場 

・道の駅の道路休憩機能分（目安として、小型自動車 65台、

大型自動車 24台、思いやり駐車場１台）の駐車場の実施設計

費及び建設費（什器・備品の設置費用除く） 

33 

P27 

表 サービス対価Ａ

－３の算定方法 

①建設費のうち、道の駅の防災備蓄倉庫及び自家発電施設×

100％ 

①建設費のうち、道の駅の備蓄倉庫及び自家発電施設×

100％ 

34 

同上 

イ サービス対価Ｂ

の算定方法 

サービス対価Ｂは、設計及び建設業務に係る対価からサービ

ス対価Ａを除いた額とし、令和８（2026）年３月を第１回、

令和８（2026）年４月から６月までを第２回とし、以降３か

サービス対価Ｂは、設計及び建設業務に係る対価からサービ

ス対価Ａを除いた額とし、令和８（2026）年９月を第１回、

令和８（2026）年 10月から 12月までを第２回とし、以降３
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月ごとに年４回、令和 23（2041）年１月から３月までを最終

回とした計 61 回の元利均等で算出される割賦元本と割賦金

利の合計とする。 

か月ごとに年４回、令和 23（2041）年７月から９月までを最

終回とした計 61 回の元利均等で算出される割賦元本と割賦

金利の合計とする。 

35 

P28 

表 提案時の基準金

利 

・令和３年７月５日午前  10 時現在の  TOKYO SWAP 

REFERENCE RATE（TSR）６ヶ月 LIBOR ベース 15 年物（円／

円）スワップレートとする。 

・提案時の基準金利は 0.197％（令和３年７月５日午前 10 

時現在の TOKYO SWAP REFERENCE RATE（TSR）６ヶ月 LIBOR 

ベース 15 年物（円／円）スワップレート）とする。 

36 

同上 

表 金利確定日 

・施設引渡し予定日の２銀行営業日前（銀行営業日でない場

合はその前営業日） 

・金利確定日の基準金利がマイナスとなっていた場合には、

基準金利は０％とみなすものとする。 

・なお、LIBOR 廃止に伴う基準金利の見直しの際、市と事業

者は、国の方針に従い、誠実に協議を行うものとする。 

・施設引渡し予定日の２銀行営業日前（銀行営業日でない場

合はその前営業日の Refinitiv（登録商標）から提供されて

いる、午前 10時 30 分現在の東京スワップレートレファレン

スレート（TONA参照）として、JPTSRTOA＝RFTB に掲示され

ている TONAベース 15年もの（円/円）金利スワップレート中

値とする。 

37 

P29 

（２）サービス対価

の支払方法 

表 Ｂ 

・市は、割賦元本及び割賦金利を合わせた額について、令和

７年度第４四半期終了後を第１回とし、四半期ごとに計 61回

に分けて支払う。 

・市は、割賦元本及び割賦金利を合わせた額について、令和

８年度第２四半期終了後を第１回とし、四半期ごとに計 61回

に分けて支払う。 

38 
同上 

表 Ｃ 

・第１回支払時期は、令和７年度第４四半期終了後の請求か

らとし、計 61回に分けて支払う。 

・第１回支払時期は、令和８年度第２四半期終了後の請求か

らとし、計 61回に分けて支払う。 

39 
同上 

表 Ｄ 

・第１回支払時期は、令和７年度第４四半期終了後の請求か

らとし、計 61回に分けて支払う。 

・第１回支払時期は、令和８年度第２四半期終了後の請求か

らとし、計 61回に分けて支払う。 

40 
同上 

表 Ｅ 

・第１回支払時期は、令和７年度第４四半期終了後の請求か

らとし、計 61回に分けて支払う。 

・第１回支払時期は、令和８年度第２四半期終了後の請求か

らとし、計 61回に分けて支払う。 

41 

P30 

a 

市及び事業者は、設計・建設期間内で事業契約締結の日から

設計業務の完了日（設計業務完了届を市に提出し市の完了確

認を得た日）を経過した後に、国内における賃金水準や物価

水準の変動により施設整備業務に係るサービス対価Ｂが不

市及び事業者は、設計・建設期間内で事業契約締結の日から

設計業務の完了日（設計業務完了届を市に提出し市の完了確

認を得た日）を経過した後に、国内における賃金水準や物価

水準の変動により施設整備業務に係るサービス対価Ａ及び
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適当となったと認めたときは、相手方に対してサービス対価

の変更を請求することができ、市又は事業者は、相手方から

請求があったときは、請求に応じなければならない。 

Ｂが不適当となったと認めたときは、相手方に対してサービ

ス対価の変更を請求することができ、市又は事業者は、相手

方から請求があったときは、請求に応じなければならない。 

42 

P31 

b 

b サービス対価の改定方法は、変動前残工事費等(本契約に

定められたサービス対価Ｂから割賦金利及びｃ（ａ）の基準

日における出来形(工事の着手や資材の発注等が行われた既

済部分をいう。以下同じ。)の額を控除した額をいう。以下同

じ。)と変動後残工事費等との差額のうち変動前残工事費等

の 1,000分の 15を超える額(以下、｢改定増減額(以下ｃによ

り算出した変動前残工事費等に相応する額をいう。以下同

じ。)｣という。)について、サービス対価Ｂの元本に加除し、

改定額を定めるものとする。 

b サービス対価の改定方法は、変動前残工事費等(本契約に

定められたサービス対価Ａ及びＢの合計額から割賦金利及

びｃ（ａ）の基準日における出来形(工事の着手や資材の発注

等が行われた既済部分をいう。以下同じ。)の額を控除した額

をいう。以下同じ。)と変動後残工事費等との差額のうち変動

前残工事費等の 1,000 分の 15 を超える額(以下、｢改定増減

額(以下ｃにより算出した変動前残工事費等に相応する額を

いう。以下同じ。)｣という。)について、サービス対価Ｂの元

本に加除し、改定額を定めるものとする。なお、サービス対

価Ａの改定は行わない。 

43 

同上 

c サービス対価の改

定手続きは、次に示

すとおりとする。 

（ｃ）改定増減額については、提案書提出日と基準日との間

の物価指数に基づき、以下の計算式により算定する。 

Ａ ＝ α × Ｂ － Ｂ × 15/1,000（α＞0のとき） 

  ＝ α × Ｂ ＋ Ｂ × 15/1,000（α＜0のとき） 

Ａ ：改定増減額（サービス対価Ａ又はサービス対価Ｂの増減

額） 

（ｃ）改定増減額については、提案書提出日と基準日との間

の物価指数に基づき、以下の計算式により算定する。 

Ａ ＝ α × Ｂ － Ｂ × 15/1,000（α＞0のとき） 

  ＝ α × Ｂ ＋ Ｂ × 15/1,000（α＜0のとき） 

Ａ ：改定増減額（サービス対価Ｂの増減額） 

44 

同上 （ｄ）改定率の算定に用いる指標は、国土交通省総合政策局

情報政策課建設経済統計調査室：建設工事費デフレーター

（非住宅建築・非木造）とし、提案書提出日及び基準日の属

する月の確報値とする。（ｃ）の算定は、基準日に属する月の

指数の確報値が公表された時点で行うものとする。 

（ｄ）改定率の算定に用いる指標は、国土交通省総合政策局

情報政策課建設経済統計調査室：建設工事費デフレーター

（非住宅建築・非木造）[指標は、契約時に、事業者の提案を

踏まえて市と協議により変更することも可能とする]とし、

提案書提出日及び基準日の属する月の確報値とする。（ｃ）の

算定は、基準日に属する月の指数の確報値が公表された時点

で行うものとする。 
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45 

P32 

（イ） 

 (追加） 

(イ) 開業準備業務に係る対価の改定（サービス対価Ｃ） 

サービス対価Ｃの改定は行わない。 

46 

同上 

(ウ)  

(イ) 維持管理費・運営に係る対価の改定（サービス対価Ｄ及

びＥ） 

サービス対価Ｄ及びＥについて、以下のとおり物価変動に

基づいて変動させるものとする。改定は毎年度１回とし、翌

年度の第１四半期分から反映させる。 

初回の改定の計算は、令和６年度に行い（令和４年度（前々

年度）と令和５年度（前年度）の指標により改定率を計算）、

サービス対価Ｄ及びＥの初回の支払（令和７年度第４四半期

終了後）から適用する。 

 

a サービス対価Ｄ及びＥの費用区分 

※初回の改定における「前回改定時の前年度」を令和４年度

とする。 

(ウ) 維持管理費・運営業務に係る対価の改定（サービス対価

Ｄ及びＥ） 

サービス対価Ｄ及びＥについて、以下のとおり物価変動に

基づいて変動させるものとする。改定は毎年度１回とし、翌

年度の第１四半期分から反映させる。 

初回の改定の計算は、令和７年度に行い（令和５年度（前々

年度）と令和６年度（前年度）の指標により改定率を計算）、

サービス対価Ｄ及びＥの初回の支払（令和８年度第２四半期

終了後）から適用する。 

 

a サービス対価Ｄ及びＥの費用区分 

※初回の改定における「前回改定時の前年度」を令和５年度

とする。 

47 

P41 

（６）独立採算施設

のモニタリング 

ア モニタリングの趣旨 

荒尾市の農水産業者の活性化に資する道の駅の運営を行

うため、独立採算施設（物販施設及び飲食施設）を対象とし

て、荒尾市の産品の取り扱い状況について、モニタリングを

行う。 

ア モニタリングの趣旨 

飲食・物販施設におけるモニタリングは、荒尾市の農業振

興を目指す同施設において、荒尾市産の農水産物の取り扱い

の拡大や、荒尾市産の食材活用の推進等を図るため、市と事

業者が目標を共有するとともに、要求水準の達成状況や課題

を共有し、官民双方の立場から解決策を検討・実行すること

を趣旨としている。 

モニタリングを通して、PDCAサイクルのプロセスを経るこ

とで、官民が一丸となって、より良い施設運営を進めること

を重視するものである。 



13 

 

No. 該当箇所 旧 新 

48 

同上 イ 物販施設のモニタリング 

(ア) モニタリングの指標・目標 

物販施設における、荒尾市産の農水産物の販売額を指標と

し、目標値として、最高値（目標とすべき最高ライン）及び、

最低値（必達ライン）を定める。具体的な数値については、

募集要項４（７）に示す「参加資格審査通過者との対話」に

おいて、事業者の意見を参考にした上で決定する。 

「参加資格審査通過者との対話」では、現時点で市が期待

する具体的な数値を示す。それと同時に、事業者が想定する

目標（最高値及び最低値）及びモニタリング方法等の提出を

求める。詳細は別添資料３「様式集」様式 2-14「対話様式（荒

尾市産の農水産物の取扱目標について）」を参照すること。 

「参加資格審査通過者との対話」の後、目標として市が設

定した最高値・最低値を「対話による共有認識事項・質問回

答等」として事業者に通知する。 

 

(イ) モニタリング方法、要求水準を満たしていない場合の

措置 

モニタリング実施の結果、販売額について、市が設定した

最高値を上回った場合には使用料の減免のインセンティブ、

市が設定した最低値を下回った場合には使用料の上乗せの

ペナルティを付与する想定である。最高値及び最低値の間の

販売額の場合は、別添資料２「要求水準書」に規定する計算

式により算定した使用料を徴収するものとし、インセンティ

ブ・ペナルティの付与は行わない。 

モニタリング方法（履行状況を確認するための運用方法、

イ モニタリングの内容 

(ア) 協議の場における目標の進捗管理 

物販施設における荒尾市産の農水産物の取り扱い拡大や、

道の駅への出荷者の増加、飲食施設における荒尾市産の食材

の活用促進等を図るため、市では、市及び事業者が協議する

場を設け、官民双方の目標の共有及び進捗管理を想定してい

る。 

なお、協議の実施頻度や、協議の場に参加するメンバーな

どは、優先交渉権者の決定後、契約までの間に、優先交渉権

者の意見もふまえ決定する。また、その後の運用の中で、不

具合が生じた場合等には、実態に応じて改善していくものと

する。 

 

(イ) チェックシートに基づく確認 

飲食施設においては、荒尾市産の食材の採用状況をはじめ

とする要求水準の達成状況について、市が作成するチェック

リストに基づく確認を行う。成果指標だけでなく、活動指標

（成果を出すための活動や努力の実績を評価する指標）を設

定し、活動や努力も含めて確認する。確認結果は、上記の協

議の場等において共有し、その後のより良い施設運営の検討

材料とする。 

なお、チェックシートの内容や確認方法等の詳細について

は、優先交渉権者の決定後、契約までの間に、優先交渉権者

の意見もふまえ決定する。また、その後の運用の中で、不具

合が生じた場合等には、実態に応じて改善していくものとす

る。 
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目標達成状況を踏まえた目標値更新の方法）及び、インセン

ティブ・ペナルティの考え方についても、市の想定を「参加

資格審査通過者との対話」時に示す。また、「参加資格審査通

過者との対話」において、事業者からの意見・提案を求める。 

詳細については、事業者からの意見・提案を踏まえ、優先交

渉権者の決定後、契約までの間に、優先交渉権者との協議に

よって、モニタリング方法及びインセンティブ・ペナルティ

の考え方について定める。 

ウ 飲食施設のモニタリング 

市は、飲食施設における荒尾市産の食材の採用状況につい

て、事業者からの報告をもとに確認を行う。事業者からの報

告を踏まえた上で、事業者の業務内容が要求水準等を満たし

ていないと判断される事象が発生した場合、改善要求を行う

ものとする。改善がみられない場合には、再度の改善要求を

行う。再度の改善要求によっても改善が見込まれない場合

は、ペナルティや事業契約の解除等を行う場合がある。 
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〇要求水準書 

No. 該当箇所 旧 新 

１ 
【資料一覧】 

資料７ 

令和３年度健診スケジュール（参考） （R4年度）健診・介護予防・食育事業の年間スケジュール（参

考） 

２ 

P9 

（3）事業期間 

事業者の提案により、令和８年３月よりも前に開業すること

は可能である。ただし、開業時期の前倒しに伴い発生する追

加費用を市は負担しない。また、開業時期を前倒しした場合

でも、事業の終了は令和 23年３月末日までとする。 

事業者の提案により、令和８年９月よりも前に開業すること

は可能である。ただし、開業時期の前倒しに伴い発生する追

加費用を市は負担しない。また、開業時期を前倒しした場合

でも、事業の終了は令和 23年９月末日までとする。 

３ 

同上 

表 実施時期・期間 

基本協定の締結：令和５（2023）年１月 

事業契約の仮契約締結：令和５（2023）年２月 

事業契約に係る議会の議決：令和５（2023）年３月 

事業契約（本契約）の締結：令和５（2023）年６月 

設計・建設期間：令和５（2023）年７月から本施設の引渡し

日まで 

（中略） 

開業日：令和８（2026）年３月 

維持管理・運営期間：開業日から令和 23（2041）年３月末日 

基本協定の締結：令和５（2023）年 10月 

事業契約の仮契約締結：令和５（2023）年 11月 

事業契約に係る議会の議決：令和５（2023）年 12月 

事業契約（本契約）の締結：令和５（2023）年 12月 

設計・建設期間：令和６（2024）年１月から本施設の引渡し

日まで 

（中略） 

開業日：令和８（2026）年９月 

維持管理・運営期間：開業日から令和 23（2041）年９月末日 

４ 

同上 

表 下部 

なお、本事業は交付金の活用を検討しており、本契約の締結

は当該交付金の交付（不交付）決定日以降を予定している。

よって交付（不交付）決定の時期によっては、事業契約の締

結時期が前後する可能性がある。その場合は、当該契約締結

時期から令和 23年３月末日までの事業期間とする。 

（削除） 

５ 

P17 

２.統括管理業務の

期間 

事業契約の締結日～令和 23（2041）年３月末日 事業契約の締結日～令和 23（2041）年９月末日 

６ 
P19 

表 統括管理業務計

・対象期間：事業契約の締結日～令和 23（2041）年３月末日 ・対象期間：事業契約の締結日～令和 23（2041）年９月末日 
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No. 該当箇所 旧 新 

画書 

業務計画書 

【長期計画】 

７ 
P29 

1）建築形態 

・有明海の干潟や夕陽への眺望が開ける展望デッキや屋上テ

ラス等、眺望を楽しめる場を設けること。 

・有明海に沈む夕陽への眺望が開ける展望デッキや屋上テラ

ス等、眺望を楽しめる場を設けること。 

８ 
P30 

（6）施設デザイン 

・有明海沿岸に立地する強みをいかし、有明海の干潟や夕陽

の眺望をいかす空間演出を行うこと。 

・有明海沿岸に立地する強みをいかし、有明海に沈む夕陽へ

の眺望をいかす空間演出を行うこと。 

９ 

P33 

（2）施設ごとの要求

水準 

表 飲食施設 

・有明海、干潟、夕陽の眺望をいかし、それらを楽しみなが

ら飲食ができる空間を確保すること。（有明海を臨むオープ

ンテラス等） 

・有明海、夕陽の眺望をいかし、それらを眺望できる空間を

確保すること。（有明海を臨むオープンテラス等） 

10 
P36 

表 合計 

1,930㎡以上 1,930㎡程度 

11 

P38 

表 健診会場及び待

合スペース 

（健診時に多目的ス

ペースを一時利用） 

・健診時に配置する待合スペースは、親子が待ち時間を有効

活用できるように、遊び場スペースと隣接した配置にする

等、創意工夫を行うこと。 

・健診受診者が裸足で歩いたり、乳幼児がハイハイしたりす

ることを想定し、クッション性のある床や内装に配慮するこ

と。 

・検診車駐車スペースの近くに配置し、屋外の検診車にスム

ーズに出入りしやすい構造とすること。 

・行政の保健事業の一環として健診を実施するため、執務室

近辺に配置すること。 

・健診時に配置する待合スペースは、親子が待ち時間を有効

活用できるように、創意工夫を行うこと。 

・健診会場（多目的スペース）は土足厳禁とする。健診受診

者が裸足で歩いたり、乳幼児がハイハイしたりすることを想

定し、クッション性のある床や内装に配慮し、出入り口にシ

ューズボックスを設けること。 

・なお、多目的スペース、遊び場スペース、託児室のシュー

ズボックスの設置を一か所に集約する提案も可とする。 

・検診車駐車スペースの近くに配置し、屋外の検診車にスム

ーズにアクセスしやすい配置とすること。 

・行政の保健事業の一環として健診を実施するため、行政事

務室にスムーズにアクセスしやすい配置とすること。 

12 P39 ・介護予防活動を実施する諸室として、多目的スペースを一 ・介護予防活動を実施する諸室として、多目的スペースを一
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No. 該当箇所 旧 新 

表 介護予防スペー

ス 

（介護予防活動時に

多目的スペースを一

時利用） 

時的に利用する。当該活動が実施されていない日時において

は、多目的スペースとして利用する（多目的スペースとして

の要求事項は後述）。 

時的に利用する。当該活動が実施されていない日時において

は、多目的スペースとして利用する。また、当該活動により

市又は社会福祉協議会が多目的スペースの一部（200 ㎡）を

仕切り、使用する場合においても、残りの 180㎡を多目的ス

ペースとして利用する（多目的スペースとしての要求事項は

後述）。 

13 

同上 

表 遊び場スペース 

・年代別（０～２歳、３～５歳、６～12歳）にエリア分けし、

各年代の子どもの体格や動作、活動に合った空間で、安全に

のびのびと遊べる空間とすること。 

・障がい児を含む０歳から 12歳までの、各年代の子どもの体

格や動作、活動に合った空間で、安全にのびのびと遊べる空

間とすること。 

14 

P40 

表 託児室（子ども

図書スペース含む） 

・相談や行政事務等を目的とした来訪者が利用しやすいよう

な配置とすること。 

・相談や行政事務等を目的とした来訪者が利用しやすいよう

な配置や動線に配慮すること。 

15 
同上 

表 多目的スペース 

・市民のサークル活動や保護者交流及びネットワーク化促進

事業を実施する諸室として配置すること。 

・市民のサークル活動等を行うための貸しスペースや、市ま

たは社会福祉協議会が事業を実施する諸室として使用する。 

16 

P42 

表 健診時利用 規

模 

問診室 80 ㎡程度 

栄養相談室 40㎡程度 

集団指導室 60㎡程度 

倉庫 40㎡程度 

問診室 80㎡以上 

栄養相談室 40㎡以上 

集団指導室 60㎡以上 

倉庫 40㎡以上 

17 

同上 

（3）施設規模 

表 健診会場 

（健診時に多目的ス

ペースを一時利用） 

380㎡以上 

（検診時の仕切り：①問診室 80㎡程度 

②栄養相談室 40㎡程度、③集団指導室 60㎡程度、 

④健診時倉庫 40㎡程度、⑤待合スペース 160㎡程度 

380㎡以上 

（検診時の仕切り：①問診室 80㎡以上 

②栄養相談室 40㎡以上、③集団指導室 60㎡以上、 

④健診時倉庫 40㎡以上、⑤待合スペース 160㎡以上） 

18 

同上 

表 健診用個室 

100㎡以上 

（全て個室：①眼科室 40㎡程度、②歯科室 20㎡程度、 

③計測兼診察室 40㎡） 

100㎡以上 

（全て個室：①眼科室 40㎡以上、②歯科室 20㎡以上、 

③計測兼診察室 40㎡以上） 
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No. 該当箇所 旧 新 

19 
P43 

表 多目的スペース 

380㎡程度 380㎡以上 

20 
同上 

表 

2,735㎡以上 2,735㎡程度 

21 

P44 

（2）施設ごとの要求

水準 

表 利用者向け駐車

場 

 （追加） 

・なお、保福子施設用の思いやり駐車場については、ベビー

カー利用者等の乗降に配慮し、保福子施設の出入口付近に配

置すること。 

22 

同上 保福子施設の出入口付近の駐車場には、思いやり駐車場やベ

ビーカー利用者の乗降に配慮した広めの幅のバリアフリー

タイプの屋根付き駐車場を４台程度設けること。 

（削除） 

23 

P64 

２.開業準備業務の

期間 

開業準備業務開始日～令和８（2026）年３月の開業日前日ま

で（事業者の提案による） 

開業準備業務開始日～令和８（2026）年９月の開業日前日ま

で（事業者の提案による） 

24 

P65 

表 開業準備業務計

画書及び開館式典計

画書 

業務計画書 

・対象期間：令和８（2026）年２月 ・対象期間：令和８（2026）年８月 

25 

P69 

２.維持管理業務の

期間 

令和８（2026）年３月～令和 23（2041）年３月末日 令和８（2026）年９月～令和 23（2041）年９月末日 

26 

P71 

表 維持管理業務計

画書 

・対象期間：令和８（2026）年３月～令和 23（2041）年３月

末日 

・対象期間：令和８（2026）年９月～令和 23（2041）年９月

末日 
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No. 該当箇所 旧 新 

業務計画書 

（維持管理業務） 

【長期計画】 

（事業期間） 

27 
P83 

２.運営業務の期間 

令和８（2026）年３月～令和 23（2041）年３月末日 令和８（2026）年９月～令和 23（2041）年９月末日 

28 

P84 

表 開館日 

子育て機能 備考 

道の駅の地域連携機能と開館日を合わせる （削除） 

29 

P91 

3）利用形態 

 （追加） 

3）利用形態 

事業者は、多目的スペース及び調理室を運営するにあたり、

下記優先順位に従うこと。 

①  多目的スペース 

a）利用の優先順位 

 

b)事前調整 

ア 市は、市・社会福祉協議会専用利用（健診会場・介護予

防スペース等）について、前年度１月上旬までに、専用利用

日程を事業者に提示する。 

イ 事業者は、上記を踏まえ、市民利用ニーズを勘案しなが

ら、事業者提案利用について計画し、前年度２月上旬までに

利用形態 優先順位 
総年間利用割合 

（時間換算） 

市・社会福祉協議会専用利用 ① 最大 30％ 

事業者提案利用 自主事業 ② 
総年間利用割合から市・社会福祉協

議会が利用する時間を控除した割合 
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No. 該当箇所 旧 新 

市に提示すること。 

ウ 市及び事業者は、双方の利用計画を確認する。そのうえ

で、事業者は年度の利用計画として確定したものは、当該年

度の運営業務計画書に反映すること。 

エ なお、市及び社会福祉協議会の年間利用割合が 30%を超

える場合は、以下のとおり対応すること。 

・市と事業者で協議を行い、利用の調整を行う。 

・そのうえで、市及び社会福祉協議会が、事業者が利用を予

定していた市民利用枠を活用する場合は、市は事業者に利用

料金を支払う。 

② 調理室 

a)利用の優先順位 

 

b)事前調整 

ア 市は、市・社会福祉協議会専用利用について、前年度１

月上旬までに、専用利用日程を事業者に提示する。 

イ 事業者は、上記を踏まえ、市民利用ニーズを勘案しなが

ら、事業者提案利用について計画し、前年度２月上旬までに

市に提示すること。 

ウ 市及び事業者は、双方の利用計画を確認する。そのうえ

で、事業者は年度の利用計画として確定したものは、当該年

度の運営業務計画書に反映すること。 

利用形態 優先順位 
総年間利用割合 

（時間換算） 

市・社会福祉協議会専用利用 ① 最大 30％ 

事業者提案利用 自主事業 ② 
総年間利用割合から市・社会福祉協

議会が利用する時間を控除した割合 
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No. 該当箇所 旧 新 

エ なお、市及び社会福祉協議会の年間利用割合が 30%を超

える場合は、以下のとおり対応すること。 

・市と事業者で協議を行い、利用の調整を行う。 

・そのうえで、市及び社会福祉協議会が、事業者が利用を予

定していた市民利用枠を活用する場合は、市は事業者に利用

料金を支払う。 

30 

P92  

4)施設使用料 

①物産販売所・飲食施設の運営及び、自動販売機の設置 

物産販売所・飲食施設に係る施設使用料は、【固定費】及び

【変動費】の２種類を、自動販売機に係る施設使用料は【変

動費】を、毎年の使用料として市に支払うものとする。 

物産販売所・飲食施設に係る施設使用料のうちの固定費は、

物産販売所及び飲食施設にかかる建設費を耐用年数で除し

た額（減価償却費の当該年度分に相当する額）とし、建物建

設単価は事業者の提案とする。 

具体的には、以下の計算式により算定した金額に、消費税及

び地方消費税相当額を加算した額とする。 

 

【固定費】 

・使用料（円／年） 

＝a) 物産販売所及び飲食施設にかかる建物建設単価（円／

㎡）× b)物産販売所・飲食施設の面積（㎡）÷ c)耐用年数 

 

a)建物建設単価…躯体及び設備に係る整備費として、事業者

にて提案すること。なお、耐用年数の違いを考慮して、建設

費のうち、躯体整備費及び設備工事費は、区分して単価を提

示すること。 

①物産販売所・飲食施設の運営及び、自動販売機の設置 

物産販売所・飲食施設の運営及び自動販機に係る施設使用

料は、売上高に対する一定割合を、毎年の使用料として市に

支払うものとする。割合については、事業者の提案に委ねる。

以下の例に示すように、経営が安定するまでの一定期間は使

用料を免除する提案や、売上高に応じて、割合を変動させる

提案も妨げない。 

表 使用料の提案例 

 

売上高 
使用料 

開業３年目まで 開業３年目以降 

売上６億円未満 売上の( 0 )% 売上の( 2.5 )% 

売上６億円以上８億円未満 売上の( 0 )% 売上の( 3.0 )% 

売上８億円以上 売上の( 0 )% 売上の( 3.5 )% 
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No. 該当箇所 旧 新 

b)物産販売所・飲食施設の面積…物産販売所はバックヤード

を含めて 750 ㎡程度、レストランは 560㎡程度を目安として、

事業者からの提案とする。 

c)耐用年数については、国税庁が示す「主な減価償却資産の

耐用年数（建物／建物付属設備）」に基づき設定すること。本

施設で想定される耐用年数は以下のとおりであるが、事業者

が提案する建物構造等に応じて設定すること。 

鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のもの（店舗

用・病院用のもの）：39年 

電気設備（照明設備を含む）、給排水・衛生設備、ガス設備：

15年 

表 【固定】分の使用料の計算例 

 

【変動費】 

変動費は、物産販売所・飲食施設及び自動販売機における売

上（税抜）に対して、一定割合を設定すること。その際、物

産販売所、飲食施設、自動販売機のそれぞれで、個別の割合

を設定し、いずれも１%を下限値として提案すること。 

・使用料（円／年） 

＝物産販売所及び飲食施設の売上高（税抜、円／年）×事業

者の提案する割合 

※売上に対する割合について、１%以上の値を提案すること。 

 
a)建物建設

単価 

b)物産販売所・飲食施設の

面積 
c)耐用年数 a)×b)÷c) 

躯体整備費 280千円/㎡ 
1,310 ㎡（物産販売所 750

㎡＋飲食施設 560 ㎡） 
39年 9,405千円 

設備工事費 120千円/㎡ 1,310㎡ 15年 10,480千円 

使用料（千円／年） 19,885千円 
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No. 該当箇所 旧 新 

31 

同上 

②大屋根広場 

事業者が主催する大屋根広場でのイベントについて、営利目

的の催事に利用する場合は、売上（税抜）の一定割合を市に

還元すること。 

 売上に対する割合について、1%以上の値を提案すること。 

事業者が主催する大屋根広場でのイベントについて、営利目

的の催事に利用する場合は、売上（税抜）の一定割合を市に

還元すること。事業者は、売上に対する割合について提案す

ること。なお割合は事業者の提案に委ねる。経営が安定する

までの一定期間は市への還元を免除する提案や、売上高に応

じて、割合を変動させる提案も妨げない。 

32 

P93 

表 運営業務計画書 

業務計画書 

（運営業務） 

【長期計画】 

（事業期間） 

・対象期間：令和８（2026）年３月～令和 23（2041）年３月

末日 

・対象期間：令和８（2026）年９月～令和 23（2041）年９月

末日 

33 

P99 

5)その他 

・なお、収益事業を行う場合は、売上（税抜）の一定割合を

市に還元すること。 

・売上に対する割合について、1%以上の値を提案すること。 

・なお、収益事業を行う場合は、売上（税抜）の一定割合を

市に還元すること。事業者は、売上に対する割合について提

案すること。割合は事業者の提案に委ねる。経営が安定する

までの一定期間は市への還元を免除する提案や、売上高に応

じて、割合を変動させる提案も妨げない。 

34 

P104 

4）子育て及び子育て

支援に関する講習等

の実施 

・子育てサークル及び子育てボランティアの育成につながる

よう、遊び場スペース、子ども図書スペース及び多目的スペ

ース等にて、定期的に、サークル活動や講習会、講演会等の

企画、運営を行うこと。 

・子育てサークル及び子育てボランティアの育成につながる

よう、子ども図書スペース等にて、定期的に、サークル活動

や講習会、講演会等の企画、運営を行うこと。 

35 

P104 

(3)託児室及び子ど

も図書スペース運営

業務の要求水準 

1）託児業務 

 （追加） 

・託児可能な利用年齢は、首が座ってから就学前までとする

こと。 

・託児時間は最大 4時間までの受入れとすること。 
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No. 該当箇所 旧 新 

36 

P105 

①図書管理業務 

・令和４年４月にリニューアルオープン予定の荒尾市立図書

館との連携を想定し、荒尾市立図書館とネットワーク経由で

つながり、一部のサービス・コンテンツ等を共有できる大画

面ディスプレイを設置すること。 

・令和４年４月にリニューアルオープンした荒尾市立図書館

との連携を想定し、荒尾市立図書館とネットワーク経由でつ

ながり、一部のサービス・コンテンツ等を共有できる大画面

ディスプレイを設置すること。 

37 

P110 

(8)自主事業 

・営利目的の自主事業を実施する場合は、売上（税抜）の一

定割合を市に還元すること。なお還元割合は、事業者の提案

とするが、1%以上の値を提案すること。 

・営利目的の自主事業を実施する場合は、売上（税抜）の一

定割合を市に還元すること。事業者は、売上に対する割合に

ついて提案すること。なお割合は事業者の提案に委ねる。経

営が安定するまでの一定期間は市への還元を免除する提案

や、売上高に応じて、割合を変動させる提案も妨げない。 

38 

資料７ 

（R4年度）健診・介

護予防・食育事業の

年間スケジュール

（参考） 

令和 3年度 大人の健診日程 

令和 3年度 母子保健事業日程表 

令和 4年度 大人の健診日程 

令和 4年度 母子保健事業日程表 

（令和 4年度日程に更新） 

39 

同上 健診の年間スケジュール補足 

・コロナにより、今年度は、5・6 月の健診を 12 月に移動さ

せて実施予定。 

健診の年間スケジュール補足 

・コロナにより、令和 2年度と令和 3年度は、5・6月の健診

を 10月、12月に移動させて実施 

40 

同上  （追加） 

介護予防事業による多目的スペースの利用想定 

食育・栄養指導事業等による調理室の利用想定 

41 

資料８ 

什器・備品リスト 

健診会場（必要時に

多目的スペースを一

時利用） 

 （追加） 

シューズボックス １式 100人用以上とすること 

 


